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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
設
立
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）…
一

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…

…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
一
課
）…
一

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
二

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
の
一
部
解
除
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
多
摩
環
境
事
務
所
環
境
改
善
課
）…
三

告

示
（
選
）

○
平
成
二
十
三
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
四

号
（
政
治
団
体
の
届
出
）
の
一
部
訂
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

○
平
成
二
十
九
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
六
号

（
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
）
の
一
部
訂
正
…
…
五

○
平
成
三
十
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
五
号

（
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
）
の
一
部
訂
正
…
…
五

○
平
成
三
十
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
七
号

（
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
届
出
）
の
一
部
訂
正
…
…
…
…
…
五

○
平
成
三
十
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
号

（
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
）
の
一
部
訂
正
…
…
五

○
令
和
二
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
号
（
政

治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
）
の
一
部
訂
正
…
…
…
…
五

○
令
和
二
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
五
十
一
号

（
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
）
の
一
部
訂
正
…
…
五

○
令
和
二
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
五
十
三
号

（
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
届
出
）
の
一
部
訂
正
…
…
…
…
…
六

○
令
和
三
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
七
号

（
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
）
の
一
部
訂
正
…
…
六

○
令
和
五
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
一
号

（
政
治
団
体
の
届
出
）
の
一
部
訂
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

○
令
和
五
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
二
号

（
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
）
の
一
部
訂
正
…
…
六

○
令
和
五
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
十
九
号

（
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
）
の
一
部
訂
正
…
…
六

○
令
和
六
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
六
号
（
政

治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
）
の
一
部
訂
正
…
…
…
…
六

○
令
和
六
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
百
八
号

（
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
）
の
一
部
訂
正
…
…
七

○
令
和
六
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
百
十
一
号

（
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
）
の
一
部

訂
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

公

告

○
国
家
戦
略
都
市
計
画
建
築
物
等
整
備
事
業
に
関
す
る
事
項

の
案
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備

局
都
市
づ
く
り
政
策
部
土
地
利
用
計
画
課
・
開
発
企
画
課
）…
七

○
特
定
開
発
行
為
に
関
す
る
対
策
工
事
等
の
完
了
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
区
画
整
理
課
）…
八

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
二
十
八
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
園
通
り
西
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合
の

設
立
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
九
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

公
園
通
り
西
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

令
和
七
年
九
月
二
十
二
日
か
ら
令
和
十
四
年
十
月
三
十
一
日
ま

で
三

施
行
地
区

渋
谷
区
宇
田
川
町
及
び
神
南
一
丁
目
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地

渋
谷
区
宇
田
川
町
二
番
一
号

五

設
立
認
可
の
年
月
日

令
和
七
年
九
月
二
十
二
日

六

事
業
年
度

四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

七

公
告
の
方
法

事
務
所
の
掲
示
板
に
掲
示
し
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
官
報

に
掲
載
し
て
こ
れ
を
行
う
。

八

権
利
変
換
を
希
望
し
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期

限
令
和
七
年
十
月
二
十
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
二
十
九
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
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令
和
七
年
九
月
二
十
二
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂

木

竜

一

指
定
に
係
る
道

路
の
種
類

指
定
年
月
日

指
定
に
係
る
道

路
の
位
置

指
定
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
七
年
八

月
十
四
日

東
大
和
市
清
原

一
丁
目
一
番
一

及
び
同
番
二
の

各
一
部
、
同
番

四
並
び
に
同
番

十
及
び
千
二
百

番
五
十
の
各
一

部

延
長二

一
・
一
三

幅
員

九
・
二
〇

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
三
十
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
道
路
を
指
定
し
た
。
な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築

指
導
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
九
月
二
十
二
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂

木

竜

一

指
定
に
係
る
道

路
の
種
類

指
定
年
月
日

指
定
に
係
る
道

路
の
位
置

指
定
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
四
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
七
年
八

月
二
十
日

㈠

次
に
掲
げ

る
地
番
の
全

部青
梅
市
今
井

二
丁
目
千
百
九

十
五
番
十
一
、

延
長

四
二
八
四
・
七

〇幅
員

六
・
〇
〇

〜
二
二
・
〇
〇

同
番
十
四
か
ら

同
番
十
六
ま
で
、

同
番
十
九
か
ら

同
番
二
十
一
ま

で
、
千
二
百
番

二
、
千
二
百
四

番
二
、
千
二
百

七
番
五
、
千
二

百
八
番
三
、
千

二
百
十
三
番
二
、

千
三
百
五
番
六

か
ら
同
番
八
ま

で
、
千
三
百
六

番
五
、
同
番
六
、

千
三
百
九
番
三
、

千
三
百
十
二
番

二
、
千
三
百
十

三
番
二
、
千
三

百
二
十
番
三
、

同
番
四
、
今
井

四
丁
目
二
千
一

番
十
一
か
ら
同

番
十
六
ま
で
、

二
千
二
番
十
一

か
ら
同
番
十
三

ま
で
、
二
千
六

番
八
、
同
番
二

十
七
、
同
番
三

十
三
、
二
千
十

番
十
四
、
同
番

十
五
、
二
千
十

七
番
五
か
ら
同

番
九
ま
で
、
二

千
二
十
八
番
十

九
、
同
番
十
九

地
先
、
同
番
二

十
三
か
ら
同
番

二
十
六
ま
で
及

び
二
千
二
十
九

番
十
四

㈡

次
に
掲
げ

る
地
番
の
一

部青
梅
市
今
井

二
丁
目
千
百
九

十
五
番
五
、
同

番
五
地
先
、
同

番
六
、
同
番
十

二
、
同
番
十
三
、

同
番
十
七
、
同

番
十
八
、
千
二

百
番
一
、
千
二

百
二
番
一
、
同

番
一
地
先
、
同

番
二
、
千
二
百

三
番
一
か
ら
同

番
三
ま
で
、
千

二
百
四
番
一
、

同
番
三
か
ら
同

番
十
ま
で
、
千

二
百
五
番
一
、

同
番
二
、
同
番

四
、
千
二
百
六

番
一
か
ら
同
番

三
ま
で
、
千
三

百
九
番
二
、
今

井
四
丁
目
二
千

一
番
一
か
ら
同

番
三
ま
で
、
同

番
五
か
ら
同
番

七
ま
で
、
同
番

十
、
同
番
十
七
、

同
番
二
十
一
、

同
番
二
十
二
、

二
千
二
番
一
か

ら
同
番
四
ま
で
、

同
番
四
地
先
、

同
番
十
四
、
二

千
五
番
七
、
同

番
八
、
同
番
十

六
、
同
番
十
八
、

同
番
十
九
、
二
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千
六
番
一
か
ら

同
番
六
ま
で
、

同
番
六
地
先
、

同
番
七
、
同
番

九
、
同
番
十
三

か
ら
同
番
十
六

ま
で
、
同
番
二

十
六
、
同
番
二

十
九
か
ら
同
番

三
十
二
ま
で
、

二
千
七
番
一
、

同
番
七
か
ら
同

番
九
ま
で
、
同

番
十
三
か
ら
同

番
十
五
ま
で
、

二
千
八
番
一
、

同
番
七
か
ら
同

番
十
ま
で
、
同

番
十
五
か
ら
同

番
十
九
ま
で
、

二
千
九
番
一
か

ら
同
番
六
ま
で
、

同
番
九
、
同
番

十
、
同
番
十
三
、

二
千
十
番
一
か

ら
同
番
四
ま
で
、

同
番
九
、
二
千

十
一
番
一
、
同

番
十
二
、
二
千

十
二
番
一
、
同

番
九
か
ら
同
番

十
一
ま
で
、
二

千
十
三
番
一
、

同
番
二
、
同
番

六
、
同
番
六
地

先
、
同
番
十
一
、

同
番
十
二
、
同

番
十
四
、
同
番

十
五
、
同
番
十

九
、
同
番
二
十

一
、
同
番
二
十

二
、
二
千
十
四

番
一
、
同
番
二
、

同
番
四
か
ら
同

番
七
ま
で
、
同

番
七
地
先
、
同

番
八
、
同
番
十

二
か
ら
同
番
十

四
ま
で
、
同
番

二
十
四
、
同
番

二
十
四
地
先
、

二
千
十
五
番
六
、

同
番
六
地
先
、

同
番
七
、
同
番

八
、
同
番
十
五
、

二
千
十
六
番
六

か
ら
同
番
八
ま

で
、
二
千
十
七

番
一
か
ら
同
番

四
ま
で
、
二
千

二
十
八
番
二
か

ら
同
番
四
ま
で
、

同
番
十
二
、
同

番
二
十
、
同
番

二
十
地
先
、
同

番
二
十
二
、
二

千
二
十
九
番
五
、

同
番
五
地
先
、

同
番
六
か
ら
同

番
八
ま
で
、
二

千
三
十
番
四
、

同
番
四
地
先
、

同
番
五
、
同
番

六
、
二
千
三
十

一
番
六
、
同
番

七
、
二
千
三
十

二
番
一
、
同
番

十
、
同
番
十
一
、

二
千
三
十
三
番

一
、
同
番
十
一
、

二
千
三
十
四
番

一
、
同
番
十
、

同
番
十
一
、
二

千
三
十
五
番
一
、

同
番
十
一
か
ら

同
番
十
三
ま
で
、

同
番
十
八
、
同

番
十
九
、
同
番

二
十
一
、
同
番

二
十
二
、
二
千

三
十
八
番
一
、

同
番
一
地
先
、

同
番
二
か
ら
同

番
五
ま
で
、
二

千
三
十
九
番
八

か
ら
同
番
十
三

ま
で
、
同
番
十

五
、
同
番
十
八
、

同
番
十
九
、
二

千
四
十
番
一
、

同
番
五
か
ら
同

番
八
ま
で
、
二

千
四
十
一
番
一
、

同
番
二
、
今
井

五
丁
目
二
千
三

十
六
番
三
、
同

番
三
十
六
及
び

同
番
三
十
七

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
三
十
一
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
三
十
一
年
東
京
都
告
示
第
六
百
四
十

号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
九
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
日
野
市
大
字
日
野
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地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
に
つ
い
て
、
高
松
さ
と

し
後
援
会
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
の
届
出
（
平
成
二
十
三
年
東
京
都

選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正

す
る
。令

和
七
年
九
月
二
十
二
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

２
そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治

団
体
）
の
部
（
１
）
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体
の

款
高
松
さ
と
し
後
援
会
の
項
中
「高

松
智
之

」
を
「髙

松
智

之

」
に
、
「高

松
瞳

」
を
「髙

松
瞳

」
に
改
め
る
。

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
に

つ
い
て
、
高
松
さ
と
し
後
援
会
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
の
届
出
事
項

の
異
動
の
届
出
（
平
成
二
十
九
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第

百
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

令
和
七
年
九
月
二
十
二
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

２
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
（
そ
の
他
の
政
治

団
体
）
の
部
高
松
さ
と
し
後
援
会
の
項
中
「高

松
智
之

」
を
「髙

松
智
之

」
に
改
め
る
。

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
に

つ
い
て
、
高
松
さ
と
し
後
援
会
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
の
届
出
事
項

の
異
動
の
届
出
（
平
成
三
十
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

令
和
七
年
九
月
二
十
二
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

２
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
（
そ
の
他
の
政
治

団
体
）
の
部
高
松
さ
と
し
後
援
会
の
項
中
「高

松
智
之

」
を
「髙

松
智
之

」
に
改
め
る
。

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
届
出
に
つ
い

て
、
髙
松
智
之
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
届
出
（
平

成
三
十
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

令
和
七
年
九
月
二
十
二
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

高
松
智
之
の
項
中
「高

松
智
之

」
を
「髙

松
智
之

」
に
改
め

る
。

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
に

つ
い
て
、
高
松
さ
と
し
後
援
会
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
の
届
出
事
項

の
異
動
の
届
出
（
平
成
三
十
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五

十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

令
和
七
年
九
月
二
十
二
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

２
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
（
そ
の
他
の
政
治

団
体
）
の
部
都
民
フ
ァ
ー
ス
ト
の
会
高
松
さ
と
し
後
援
会
の
項
中

「高
松
智
之

」
を
「髙

松
智
之

」
に
改
め
る
。

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
に

つ
い
て
、
高
松
さ
と
し
後
援
会
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
の
届
出
事
項

の
異
動
の
届
出
（
令
和
二
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

令
和
七
年
九
月
二
十
二
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

２
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
（
そ
の
他
の
政
治

団
体
）
の
部
高
松
さ
と
し
後
援
会
の
項
中
「高

松
杏

」
を
「髙

松

杏

」
に
、
「高

松
智
之

」
を
「髙

松
智
之

」
に
改
め
る
。

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
に

つ
い
て
、
高
松
さ
と
し
後
援
会
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
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同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
の
届
出
事
項

の
異
動
の
届
出
（
令
和
二
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
五

十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

令
和
七
年
九
月
二
十
二
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

２
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
（
そ
の
他
の
政
治

団
体
）
の
部
高
松
さ
と
し
後
援
会
の
項
中
「高

松
智
之

」
を
「髙

松
智
之

」
に
、
「高

松
杏

」
を
「髙

松
杏

」
に
改
め
る
。

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
届
出
に
つ
い

て
、
髙
松
智
之
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
届
出
（
令

和
二
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
五
十
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

令
和
七
年
九
月
二
十
二
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

高
松
智
之
の
項
中
「高

松
智
之

」
を
「髙
松

智
之

」
に
改
め

る
。

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
に

つ
い
て
、
高
松
さ
と
し
後
援
会
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
の
届
出
事
項

の
異
動
の
届
出
（
令
和
三
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十

七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

令
和
七
年
九
月
二
十
二
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

２
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
（
そ
の
他
の
政
治

団
体
）
の
部
高
松
さ
と
し
後
援
会
の
項
中
「高

松
智
之

」
を
「髙

松
智
之

」
に
改
め
る
。

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
に
つ
い
て
、
立
憲
民
主

党
東
京
都
第
２
８
区
総
支
部
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
の
届
出
（
令
和

五
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
訂
正
す
る
。

令
和
七
年
九
月
二
十
二
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

１
政
党
の
支
部
の
部
（
１
）
法
第
１
９
条
の
７
第
１
項
第
１
号
に

係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
と
み
な
さ
れ
る
政
党
の
支
部
の
款
立

憲
民
主
党
東
京
都
第
２
８
区
総
支
部
の
項
中
「高

松
智
之

」
を

「髙
松
智
之

」
に
改
め
る
。

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
に

つ
い
て
、
高
松
さ
と
し
後
援
会
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
の
届
出
事
項

の
異
動
の
届
出
（
令
和
五
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

令
和
七
年
九
月
二
十
二
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

２
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
（
そ
の
他
の
政
治

団
体
）
の
部
高
松
さ
と
し
後
援
会
の
項
中
「高

松
智
之

」
を
「髙

松
智
之

」
に
改
め
る
。

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
に

つ
い
て
、
立
憲
民
主
党
東
京
都
第
２
８
区
総
支
部
か
ら
訂
正
の
報
告

が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
（
令
和
五
年
東
京
都
選
挙
管
理
委

員
会
告
示
第
百
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

令
和
七
年
九
月
二
十
二
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

１
政
党
の
支
部
の
部
立
憲
民
主
党
東
京
都
第
２
８
区
総
支
部
の
項

中
「高

松
智
之

」
を
「髙

松
智
之

」
に
、
「高

松
瞳

」
を

「髙
松
瞳

」
に
改
め
る
。

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
に

つ
い
て
、
立
憲
民
主
党
東
京
都
第
２
８
区
総
支
部
か
ら
訂
正
の
報
告

が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
（
令
和
六
年
東
京
都
選
挙
管
理
委

員
会
告
示
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

令
和
七
年
九
月
二
十
二
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

１
政
党
の
支
部
の
部
立
憲
民
主
党
東
京
都
第
２
８
区
総
支
部
の
項
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中
「高

松
智
之

」
を
「髙

松
智
之

」
に
改
め
る
。

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
に

つ
い
て
、
笑
顔
の
ま
ち
だ
を
つ
く
る
会
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
の
届

出
事
項
の
異
動
の
届
出
（
令
和
六
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

第
二
百
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

令
和
七
年
九
月
二
十
二
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

２
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
（
そ
の
他
の
政
治

団
体
）
の
部
笑
顔
を
つ
く
る
会
の
項
中
「笑

顔
を
つ
く
る
会

」
を

「笑
顔
の
ま
ち
だ
を
つ
く
る
会

」
に
改
め
る
。

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の

異
動
の
届
出
に
つ
い
て
、
浅
野
史
津
香
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
資
金
管
理
団

体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
（
令
和
六
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員

会
告
示
第
二
百
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

令
和
七
年
九
月
二
十
二
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

浅
野
史
津
香
の
項
中
「笑

顔
を
つ
く
る
会

」
を
「笑

顔
の
ま
ち
だ

を
つ
く
る
会

」
に
改
め
る
。

公

告

国
家
戦
略
都
市
計
画
建
築
物
等
整
備
事
業
に
関
す
る

事
項
の
案
に
つ
い
て

東
京
圏
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
が
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平

成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

行
う
、
国
家
戦
略
都
市
計
画
建
築
物
等
整
備
事
業
に
関
す
る
事
項
の

案
の
縦
覧
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

圏
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

令
和
七
年
九
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

国
家
戦
略
都
市
計

画
建
築
物
等
整
備

事
業
に
係
る
都
市

計
画
に
定
め
る
べ

き
事
項
の
種
類

当
該
事
項
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
都

市
再
生
特
別
地
区

（
田
町
駅
東
口
地

区
）

追
加
す
る
部
分

港
区
芝
浦
三
丁
目
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
港
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

国
家
戦
略
都
市
計
画
建
築
物
等
整
備
事
業
に
関
す
る

事
項
の
案
に
つ
い
て

東
京
圏
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
が
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平

成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

行
う
、
国
家
戦
略
都
市
計
画
建
築
物
等
整
備
事
業
に
関
す
る
事
項
の

案
の
縦
覧
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

圏
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

令
和
七
年
九
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

国
家
戦
略
都
市
計

画
建
築
物
等
整
備

事
業
に
係
る
都
市

計
画
に
定
め
る
べ

き
事
項
の
種
類

当
該
事
項
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

田
町
駅
東
口
地

区
地
区
計
画

追
加
す
る
部
分

港
区
芝
浦
三
丁
目
及
び
芝
五
丁
目
各
地

内
変
更
す
る
部
分

港
区
芝
浦
三
丁
目
及
び
芝
浦
四
丁
目
各

地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
港
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

国
家
戦
略
都
市
計
画
建
築
物
等
整
備
事
業
に
関
す
る

事
項
の
案
に
つ
い
て
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東
京
圏
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
が
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平

成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

行
う
、
国
家
戦
略
都
市
計
画
建
築
物
等
整
備
事
業
に
関
す
る
事
項
の

案
の
縦
覧
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

圏
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

令
和
七
年
九
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

国
家
戦
略
都
市
計

画
建
築
物
等
整
備

事
業
に
係
る
都
市

計
画
に
定
め
る
べ

き
事
項
の
種
類

当
該
事
項
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

品
川
駅
西
口
地

区
地
区
計
画

変
更
す
る
部
分

港
区
高
輪
三
丁
目
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
港
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

特
定
開
発
行
為
に
関
す
る
対
策
工
事
等
の
完
了
に
つ

い
て

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
特
定
開
発
行
為
に
関
す
る
対
策
工
事

等
は
、
完
了
し
た
。

令
和
七
年
九
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

八
王
子
市
長
房
町
七
百
五
十
六
番

十
七
、
同
番
三
十
二
か
ら
同
番
三

十
六
ま
で
、
同
番
四
十
六
、
七
百

六
十
四
番
四
十
二
、
同
番
五
十
五
、

同
番
六
十
六
、
七
百
六
十
六
番
一

の
一
部
、
同
番
十
、
同
番
十
八
、

七
百
六
十
七
番
、
同
番
地
先
、
七

百
六
十
八
番
か
ら
七
百
七
十
一
番

ま
で
、
七
百
七
十
二
番
一
、
同
番

二
、
七
百
七
十
三
番
、
七
百
七
十

四
番
一
並
び
に
七
百
八
十
七
番
五

か
ら
同
番
十
一
ま
で
の
各
一
部
、

同
番
十
三
並
び
に
同
番
三
十
二
、

七
百
九
十
番
及
び
七
百
九
十
一
番

の
各
一
部
、
七
百
九
十
七
番
並
び

に
七
百
九
十
八
番
一
及
び
同
番
十

六
の
各
一
部
、
八
百
番
並
び
に
八

百
十
一
番
一
の
一
部

神
奈
川
県
相
模
原
市
緑
区
長
竹

二
千
五
百
八
十
七
番
地

ハ
タ
ノ
木
材
株
式
会
社

代
表
取
締
役

畑
野

修
一

八
王
子
市
大
横
町
八
番
十
六
号

株
式
会
社
悦
企
画

代
表
取
締
役

田
口

悦
三

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
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新
宿
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丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
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号
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